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「施設等新設届・申出書」の提出手続きとは 

 

手続きの目的 

「施設等新設届・申出書」の提出手続きとは、共済契約者が社会福祉施設等に該当する施設・事業を新たに経

営することとなった際、特定介護保険施設等又は申出施設等に該当する施設・事業を任意に機構に申出て共済

制度に加入することとなった際に行う手続きです。 

 

手続きの内容 

⚫ 施設・事業にかかる情報 

⚫ 新設・申出日時点での職員にかかる情報 

 

手続きの実施者 

共済契約者 

 

手続きのタイミング 

⚫ 社会福祉施設等に該当する施設・事業を新たに経営することとなったとき 

⚫ 特定介護保険施設等又は申出施設等に該当する施設・事業を任意に機構に申出て契約対象施設等とす

るとき 

 

 施設等新設届・申出書の提出について 
 

社会福祉施設等を開始した場合は「施設等新設届・申出書」の提出は必須ですが、特定介護保険施設

等、申出施設等の場合は任意となります。 

また、契約対象とする施設・事業においては、加入要件を満たす職員は全員加入させなければなりません。 
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 「施設等新設届・申出書」の提出画面を表示する 

施設の新設・新たな事業を開始した場合に、届出の必要有無を確認し、「施設等新設届・申出書」の提出画面を表

示する手順を説明します。 

 

 施設の新設、新たな事業の開始した場合は、届出の必要有無を確認する 

機構より施設の新設、新たな事業の開始の有無の確認にかかる案内メールが定期的に送付されます。 

届出が必要であるか確認し、届出を行う場合はメールの案内より「施設等新設届・申出書」の提出画面を開き、手続

きを行ってください。 

 

以下の場合、「施設等新設届・申出書」の届出が必要です。 
 

⚫ 社会福祉施設等に該当する施設・事業を新たに経営することとなったとき 

⚫ 特定介護保険施設等又は申出施設等に該当する施設・事業を任意に機構に申出て加入施設とするとき 

 

 「施設等新設届・申出書」の提出画面を表示する 

次の手順により「施設等新設届・申出書」の提出画面を表示します。 

 

(1) 「施設等新設届・申出書」の提出画面を表示する 

以下のいずれかから、退職手当共済システムへログインし「施設情報 新規登録」画面を表示します。 

 

➢ 定期案内メールの URL リンクをクリックする場合 

５ページの「（Ａ）メールの URL から表示する場合」の手順にて登録します。 

 

➢ ホーム画面の「手続きへ」ボタンをクリックする場合 

５ページの「（Ｂ）退職手当共済システム ホーム画面から表示する場合」の手順にて登録します。 

 

➢ ホーム画面のメニューから表示する場合 

６ページの「（Ｃ）退職手当共済システム ホーム画面のメニューから表示する場合」の手順にて登録します。 
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(A)  メールの URL から表示する場合 

「【ＷＡＭ退職共済】新たな施設、事業の開設はありますか？」という件名のメールに記載された URL にアクセスしま

す。アクセス後、退職手当共済システムへログインします。 

 

(B)  退職手当共済システム ホーム画面から表示する場合 

福祉医療機構（WAM）の退職手当共済システムにログインし、ホーム画面の「新たな施設、事業の開設はあり

ますか？」の右側にある「手続きへ」ボタンをクリックします。 

⚫ 退職手当共済システムへのログインはこちら  https://www.wam.go.jp/taite/SCRC010001 

https://www.wam.go.jp/taite/SCRC010001
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(C)  退職手当共済システム ホーム画面のメニューから表示する場合 

福祉医療機構（WAM）の退職手当共済システムにログインし、ホーム画面の左上にある「≡」（ハンバーガーメ

ニュー）ボタンをクリックします。 

⚫ 退職手当共済システムへのログインはこちら  https://www.wam.go.jp/taite/SCRC010001 

 

表示された退職手当共済システムメニューから、「新しく施設・事業を開始した場合の届出」をクリックします。 

 

  

https://www.wam.go.jp/taite/SCRC010001
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 施設・事業の情報、職員の情報を登録する 

施設・事業の情報の登録手順を説明します。 

 

 施設・事業の情報を登録する 

施設・事業の情報を登録します。 

(1) 「施設情報 新規登録」画面が表示されるので、施設・事業の情報を入力する 

 

 入力のヒント  

➢ 施設・事業の経営移管等により引継ぎコードがある場合は、引継ぎコードを入力し、「読み込み」ボタ

ンをクリックして登録します。施設・事業単位で引継ぎコードを読み込んで登録した場合は、その施設

に在籍している職員の情報も同時に初期登録されます。 

 

➢ 施設・事業単位の引継ぎコードは、引継ぎ元である、前の共済契約者から入手してください。 
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(2) 入力後、他に登録する施設・事業がある場合には「続けて施設登録」ボタンを、他に登録する施設・事業がない

場合には「登録」ボタンをクリックする 

 

(3) 施設・事業の情報を登録後、必要に応じて「施設情報の修正・削除」と「施設の表示順の変更」する 

⚫ 施設・事業情報の修正・削除 

「施設等新設届の職員情報登録」画面にて、「修正」または「削除」ボタンをクリックします。 

 

 ここに注意！  

➢ 施設・事業の情報を削除すると、その施設・事業に登録した職員の情報も削除されます。 

 

  



退職手当共済システム 操作説明書 

 

 9 / 19   

  

⚫ 施設・事業の表示順の変更 

施設・事業の情報を登録すると、登録された順に「施設番号」が付けられ、その番号順に上から表示されます。 

表示順を変更する場合、「施設等新設届の職員情報登録」画面にて、「▲▼」ボタンをクリックして上、下の順序

を移動し、「一時保存」ボタンをクリックします。 
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 職員の情報を登録する 

施設・事業の情報の登録に続けて、職員の情報の登録をします。 

「2.1 施設・事業の情報を登録する」で登録した施設・事業に在籍している加入対象の職員を登録します。 

 

(1) 「施設等新設届の職員情報登録」画面にて、登録対象の施設を選び、「職員情報登録」ボタンをクリックする 

 

(2) 職員を登録する 

➢ 加入対象の職員を一人ずつ登録する場合 

１１ページの「(A) 職員登録」の手順にて登録します。 

 

➢ 加入対象の職員をまとめて一括で登録する場合 

１３ページの「(B) 職員情報の一括登録」の手順にて登録します。 

  

➢ 他の施設からの配置換えする職員を登録する場合 

１４ページの「(C) 職員の配置換え」の手順にて登録します。 
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(A)  職員登録 

加入対象の職員を一人ずつ登録します。 

 

《1》 「新規登録職員一覧」画面にて、「職員登録」ボタンをクリックします。 

 

《2》 「加入登録手続き」画面にて、職員の情報を入力します。 
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 入力のヒント  

➢ 合算制度の利用または前共済契約者からの継続異動により引継ぎコードがある場合、引継ぎコー

ドを入力し、「読み込み」ボタンをクリックして登録をします。 

➢ 引継ぎコードは、合算制度の利用の場合は採用した職員、前共済契約者からの継続異動による

場合は引継ぎ元である前の共済契約者から入手してください。 

 

《3》 入力後、画面下部にある「入力内容確認」ボタンをクリックします。 

 

《4》 「加入登録手続き 内容確認」画面にて、入力内容を確認し、「入力完了」ボタンをクリックします。 
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(B)  職員情報の一括登録 

「職員情報登録様式」を使用して、職員情報をまとめて一括で登録します。 

 

《1》 「新規登録職員一覧」画面にて、「職員情報登録様式のダウンロード」ボタンをクリックして様式ファイルを

ダウンロードします。 

 

《2》 様式にしたがって、ダウンロードしたファイルに職員情報を入力保存します。 

 

《3》 保存したファイルを「職員情報登録様式のアップロード」ボタンをクリックしてアップロードします。 
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(C)  職員の配置換え 

他の施設から配置換えする職員を登録します。 

  

《1》 「新規登録職員一覧」画面にて、「配置換え登録」ボタンをクリックします。 

 

《2》 異動元の施設・事業を選択すると対象の職員が表示されますので、異動対象の職員を選択して「登録」

ボタンをクリックします。 
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 入力のヒント  

➢ 異動元、異動日が同じ職員が複数存在する場合、対象の職員を複数選択することで一括登録す

ることが可能です。 

 

(3) 職員登録を完了します。 

加入資格「ア」「イ」「ウ」に該当するすべての職員について、職員情報の登録が完了したら「以下に該当する職員

はすべて登録しました」にチェックを入れ、「登録完了」ボタンをクリックします。 

 

 ここに注意！  

➢ 「以下に該当する職員はすべて登録しました」にチェックを入れないと、「登録完了」ボタンをクリックする

ことはできません。 

 

 

これで、対象施設への職員の登録が完了しました。 
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(4) 職員情報の登録後、必要に応じて職員情報の修正・削除する 

職員情報の修正または削除する場合、「修正」または「削除」ボタンをクリックします。 

 

(5) 全施設の職員情報の登録完了確認を行う 

新設した全ての施設に対しての職員登録が完了しましたら、「施設等新設届の職員情報登録」画面にて一覧の「職

員情報登録状況」列が全て「完了」となっていることを確認してください。 

確認後、「登録完了」ボタンをクリックします。 
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 「施設等新設届・申出書」を機構に提出する 

登録した内容を確認し、機構に提出します。 

 

(1) 「施設等新設届の提出確認」画面にて、届出の内容を確認し「機構へ提出する」ボタンをクリックする 

 

(2) 機構への提出完了 
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 受付完了のお知らせを確認する 

「施設等新設届・申出書」が提出されましたら、機構より受付完了のお知らせがメールにて送付されます。 

※提出後、機構にて提出内容の確認と審査を行いますが、疑義等がある場合、電話照会をさせていただくことがありま

す。 

 

 差戻しについて 
 

提出された「施設等新設届・申出書」に不備があった場合、機構より差戻しメールが送付されます。 

差戻しメールに記載されている URL および退職手当共済システムのホーム画面から再度提出が必要です。 

 

 

 承諾書をダウンロードする 

 承諾書通知メールのＵＲＬリンクからシステムにログインする 

特定介護保険施設等又は申出施設等の申出の場合は、機構の審査終了後、承諾書のダウンロードにかかる案内

メールが送付されます。 

メールに記載されたＵＲＬリンクから、退職手当共済システムへログインし「申請情報詳細（新設届）」画面を表示し

ます。 

 

※ログイン方法については、メールの URL から表示する場合を確認してください。 
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 承諾書について 
 

承諾書の発行は、機構に任意に加入を申し出る「特定介護保険施設等」、「申出施設等」に該当する施設・

事業の場合のみです。 

必ず、加入をしなければならない「社会福祉施設等」に該当する施設・事業については、承諾書の発行はありま

せん。 

 

 

 承諾書をダウンロードする 

「申請情報詳細（新設届）」画面下部にある「申出施設等承諾書」ボタン、または「特定介護保険施設等承諾書」

ボタンをクリックします。 

施設等承諾書をダウンロードし、内容の確認および保管をしてください。 

 

 

 

以上で「施設等新設届・申出書」の提出手続きは完了です。 

 


